
〇水道復旧までの作業内容

（生活用水として使用）

漏水調査（水道管の破損箇所を特定）

漏水あり

漏水修繕（一時断水）

水質検査の実施

断水の解除

地震発生→ 断水

※飲料水として使用できるのは、水質検査による安全性が確認

できた後になります。

水道管に水を流す

漏水なし

配水池に水を貯める

水量の確保を確認


